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ま え が き 
 
 

2004 年 5 月の第 5 次拡大を経てさらに拡大を続ける EU の歩みは、21 世紀前半において

最も特筆される進展の 1 つと言えるだろう。第 5 次拡大でチェコ、ハンガリー、ポーランド、

スロヴァキアなどの旧東欧諸国をその域内に組み入れた EU は、文化的・歴史的かつ経済的

多様性を一挙に高めた。続く 2007 年 1 月の第 6 次拡大ではブルガリアとルーマニアを加え、

さらに今年 7 月に新たにクロアチアを招き入れた EU は、28 カ国を擁する連合体となった。

人口 5 億人、世界の GDP 合計の約 3 割を占める巨大な経済圏を人・モノ・サービス・資本

が自由に行き交う。 
 
本書は、EU により行われている雇用・社会政策の位置づけを基本条約に即して明らかに

した上で、具体的な政策内容として、雇用戦略の策定及び施行、加盟国の法令により担保さ

れるべき最低水準を定める様々な EU 指令を中心に記載してある。また、併せて、労働時間

制度、年金制度など政策分野毎の各加盟国の制度内容、施行状況等も盛り込まれている。政

策毎の各加盟国の制度内容、施行状況等は千差万別であり、加盟国間のコンセンサスを得る

プロセスがいかに困難なものであるかがおわかりいただけると思う。現在の EU の姿は、す

なわち各加盟国がこれまで積み上げてきた議論の集大成なのである。しかしまだここにはピ

リオドは打たれていない。今後またさらなる変化を遂げるであろう EU の針路を考えるとき、

EU がこれまで歩いてきた道のりを正確に把握しておくことは重要であろう。 
本書が、EU の雇用・社会政策を理解する上で、関係者の参考となれば幸いである。 
 
2013年9月 

独立行政法人 労働政策研究･研修機構 
理事長  菅  野  和  夫 
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